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〔 参考 〕 政令指定都市における区の状況 

 

○指定日、区の数、人口 

区の数 区人口（人） 

都市名 指定日 

移行時 現在 

総人口（人）
平均 

総人口/区数
最大 最小 最大／最小

大阪市 S31.9.1 22 24 2,628,811 109,534 200,678 54,174 3.7

名古屋市 S31.9.1 12 16 2,215,062 138,441 216,545 63,608 3.4

京都市 S31.9.1 9 11 1,474,811 134,074 285,419 42,464 6.72

横浜市 S31.9.1 10 18 3,579,628 198,868 311,722 84,944 3.67

神戸市 S31.9.1 8 9 1,525,393 169,488 243,637 103,791 2.35

北九州市 S38.4.1 5 7 993,525 141,932 260,070 63,714 4.08

札幌市 S47.4.1 7 10 1,880,875 188,088 272,874 112,777 2.42

川崎市 S47.4.1 5 7 1,327,009 189,573 210,493 144,513 1.46

福岡市 S47.4.1 5 7 1,401,279 200,183 274,481 128,663 2.13

広島市 S55.4.1 7 8 1,154,391 144,299 219,343 76,656 2.86

仙台市 H1.4.1 5 1,025,098 205,020 281,218 129,942 2.16

千葉市 H4.4.1 6 924,319 154,053 184,637 112,850 1.64

さいたま市 H15.4.1 9 10 1,176,314 117,631 166,674 82,342 2.02

静岡市 H17.4.1 3 723,324 241,108 262,764 208,055 1.26

堺市 H18.4.1 7 837,756 119,679 155,280 39,249 3.96

浜松市 H19.4..1 7 786,306 112,329 241,355 41,128 5.87

新潟市 H19.4.1 8 813,847 101,731 179,784 48,054 3.74

岡山市 H21.4.1 4 696,172 174,043 295,325 96,718 3.05

 

 

※ 区 人 口 の 状 況  

区人口（人） 区の数 平均区人口 

1～50,000 4 2.4%

50,001～100,000 34 20.4%

100,001～150,000 50 29.9%

150,001～200,000 36 21.6%

200,001～250,000 30 18.0%

250,001～300,000 12 7.2%

300,001～ 1 0.6%

 

 

150,682 人 

25,163,920（人口総計） 

／167   （区数総計） 

 
 

 

1



○面積、区役所庁舎 

区面積（k ㎡） 平均区役所規模（㎡） 
都市名 

総面積 

（k ㎡） 
最大 最小 最大/最小 敷地面積 延床面積 

大阪市 222.11 20.77 4.37 4.75 4,189 6,451

名古屋市 326.45 45.67 7.72 5.92 6,554 7,320

京都市 827.90 291.95 6.82 42.81 3,979 7,939

横浜市 437.38 35.77 7.02 5.10 6,288 10,515

神戸市 552.19 241.84 11.46 21.10 3,469 9,298

北九州市 487.66 170.89 16.66 10.26 8,753 10,768

札幌市 1,121.12 657.23 24.38 26.96 7,724 5,477

川崎市 144.35 40.25 10.09 3.99 8,084 14,404

福岡市 340.60 95.88 15.16 6.32 6,518 8,484

広島市 905.01 353.35 15.34 23.03 6,812 7,012

仙台市 783.54 302.28 48.38 6.25 13,670 14,009

千葉市 272.08 84.21 21.16 3.98 8,089 5,323

さいたま市 217.49 49.16 8.39 5.86 6,511 6,037

静岡市 1,411.77 1,073.32 72.89 14.73 6,459 24,687

堺市 149.99 40.44 10.48 3.86 8,935 13,203

浜松市 1,511.17 943.86 43.93 21.49 12,033 4,635

新潟市 726.10 176.51 37.42 4.72 9,383 － 

岡山市 789.91 451.03 51.24 8.80 9,328 7,296

 

＊移行に際しての区役所新設の事例  

（堺市は整備済み、新潟市、岡山市はすべて既存施設（民間施設）活用） 

都市名 敷地面積（㎡） 延床面積（㎡） 構造 区名 建設費(百万円) 

6,774.85 4,820.05 鉄骨 3 階 西区 1,671

7,420.00 3,110.40 プレハブ鉄骨 3 階 北区 (仮設)   717

6,070.44 5,719.85 プレキャストコンクリート ２階 見沼区 1,938

4,867.24 3,401.32 プレハブ鉄骨 ４階 桜区 (仮設)   740

6,005.90 4,516.14 鉄骨 ４階 南区 1,507

さいたま市 

3,875.45 4,729.65 鉄骨 ３階 緑区 1,739

静岡市 4,761.31 5,543.13 鉄骨 ４階 駿河区 2,033

6,437.32 3,693.59 鉄筋コンクリート ３階 南区 1,047

5,370.36 3,769.36 鉄筋コンクリート ３階 東区 998浜松市 

7,196.15 4,097.79 鉄筋コンクリート ３階 西区 1,025
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○区の機能 

都市名 
戸籍 
住基 

国保 
年金 

税 
保健セ
ンター

福祉 保健所 商工 道路 建築 
農業委
員会 

大阪市 ○ ○ ○ ○     １ 

名古屋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○    １ 

京都市 ○ ○ ○ ○ ○ ○    １ 

横浜市 ○ ○ ○ ○  ○ △  ２ 

神戸市 ○ ○ ○ ○ ○     １ 

北九州市 ○ ○ ○ ○ ○   △  ２ 

札幌市 ○ ○ ○ ○ ○   ○  １ 

川崎市 ○ ○ ○ ○ ○  △ ○ １ 

福岡市 ○ ○ ○ ○ ○  ○  １ 

広島市 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ １ 

仙台市 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ １ 

千葉市 ○ ○ ○ ○     １ 

さいたま市 ○ ○ ○ ○ ○  ○ △  １ 

静岡市 ○ ○ ○       １ 

堺市 ○ ○  ○     １ 

新潟市 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ６ 

浜松市 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ４ 

岡山市 ○ ○ ○    ○ ○  ４ 

△維持管理のみ 
 

（注１）比較のため単純化して示したもので、各分野の所掌事務の範囲は市によって差異がある。 

（注２）同一市においても、区間で所掌事務に差異がある場合がある。 
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●
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●
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－
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－
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－
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－
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－
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Ｈ
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○近年の政令指定都市移行都市の区画編成状況 

○さいたま市の状況                       Ｈ17 国勢調査 

区名 人口 面積（ｋ㎡）  区名 人口 面積（ｋ㎡） 

西区 82,342 29.14  桜区 92,889 18.60

北区 132,109 16.91  浦和区 139,837 11.51

大宮区 106,477 12.75  南区 166,674 13.89

見沼区 152,611 30.63  緑区 104,018 26.51

中央区 90,381 8.39  岩槻区 108,976 49.16

合計 1,176,314 217.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※人口は平成 12 年国政調査 

合併自治体の状況 4 自治体（４市）

旧自治体名 人口（人） 面積（k ㎡） 

  岩槻市 109,247 49.16

  浦和市 484,845 70.67

  大宮市 456,271 89.37

  与野市 82,937 8.29
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○静岡市の状況    Ｈ17 国勢調査 

区名 人口 面積 

葵区  262,764 1,073.32

駿河区  208,055 72.89

清水区 252,505 265.56

合計 723,324 1,411.77

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併自治体の状況        4 自治体（２市・２町） 

人口（人） 
旧自治体名 

Ｈ12 国調 Ｈ17 国調
面積（k ㎡）

静岡市 469,695 1,146.21

清水市 236,818
700,879

227.66

由比町 － 9,601 23.03

蒲原町 － 12,837 14.69
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○堺市の状況                           Ｈ17 国勢調査 

区名 人口 面積（ｋ㎡） 区名 人口 面積（ｋ㎡） 

堺区 147,208 23.69 中区 122,092 17.94

北区 155,280 15.58 東区 85,300 10.48

西区 133,615 28.62 美原区 39,249 13.24

南区 155,012 40.44 合計 837,756 149.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合併自治体の状況   ２自治体（１市・１町）

旧自治体名 人口（人） 面積（k ㎡） 

堺市 792,018 136.79

美原町 37,618 13.20

 

美原区 

 

北区 

東区 

中央区 

堺区 

西区 

南区 

 

 

 

※人口は平成 12 年国政調査 
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○浜松市の状況      Ｈ17 国勢調査 

区名 人口 面積（ｋ㎡）

中区 241,355 43.93

南区 101,229 47.55

東区 120,020 45.99

浜北区 84,905 66.64

西区 103,724 85.62

北区 93,945 277.58

天竜区 41,128 943.86

合計 786,306 1,511.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併自治体の状況（データは合併時のもの）           12 自治体（３市・8 町・１村）

旧自治体名 人口（人） 面積（k ㎡） 旧自治体名 人口（人） 面積（k ㎡）

浜松市 582,095 256.88 引佐町 15,103 121.18

浜北市 84,905 66.64 三ケ日町 16,118 75.65

天竜市 23,747 181.65 春野町 6,414 252.17

舞阪町 11,787 4.63 佐久間町 6,008 168.53

雄踏町 13,889 8.15 水窪町 3,723 271.28

細江町 21,281 34.18 龍山村 1,236 70.23

※人口は平成 12 年国政調査 
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○新潟市の状況                          Ｈ17 国勢調査 

区名 人口 面積（ｋ㎡）  区名 人口 面積（ｋ㎡） 

北 区  78,173  107.92  秋葉区  77,050  95.38

東 区 139,565  38.77  南 区  48,054  100.83

中央区  179,784  37.42  西 区  160,910  93.81

江南区 67,353  75.46  西蒲区  62,958 176.51

合計  813,847  726.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併自治体の状況（データは合併時のもの）         １４自治体（４市・５町・５村） 

旧自治体名 人口（人） 面積（k ㎡） 旧自治体名 人口（人） 面積（k ㎡）

新潟市 527,324 231.94 西川町 12,365 24.76

白根市 40,012 77.06 味方村 4,805 14.44

豊栄市 48,997 76.85 潟東村 6,454 23.96

 小須戸町 10,454 16.91 月潟村 3,831 9.04

横越町 10,795 23.62 中之口村 6,483 20.16

亀田町 32,061 16.82 新津市 65,860 78.28

岩室村 10,042 36.11  巻 町 29,486 76.14

※人口は平成 12 年国政調査 
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○岡山市の状況    Ｈ17 国勢調査 

区名 人口 面積（ｋ㎡） 

北区 295,325 451.03

中区 138,949 51.24

東区 96,718 160.28

南区 165,180 127.36

合計 696,172 789.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併自治体の状況             5 自治体（1 市・4 町）

人口（人） 旧自治体名 

Ｈ12 国調 Ｈ17 国調 

面積（k ㎡） 

岡山市 626,642 513.29

灘崎町 10,214 30.87

御津町 15,823

674,746 

114.43

建部町 6,524 89.54

瀬戸町 14,902 41.78
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○相模原市の状況     Ｈ17 国勢調査 

区名 人口 面積（ｋ㎡） 

緑区 174,263 253.81

中央区 262,185 36.84

南区 269,847 38.19

合計 706,295 328.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併自治体の状況    5 自治体（1 市・4 町）

旧自治体名 人口（人） 面積（k ㎡） 

相模原市 628,698 90.41

城山町 28,695 19.90

津久井町 10,347 122.04

相模湖町 23,067 31.59

藤野町 10,823 64.91

※人口は平成 1７年国政調査 

13



 

14


	4.参考資料（12.3）
	1
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	参考資料（21.10.27）2
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	01-8-3.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	1
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	2
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	3
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	4
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	5
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	6
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	7
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	8
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	9
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設


	2
	01-8-0.参考（表紙）
	参考資料（11.17）
	01-8-0.参考（表紙）
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	02-2.区の機能（他都市）
	02-4.他都市状況1
	Page1

	02-4.他都市状況2
	Page3

	3.他都市状況（職員数）
	Sheet1

	
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	参考資料（21.10.27）2
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	01-8-3.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	1
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	2
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	3
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	4
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	5
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	6
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	7
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	8
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	9
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	参考資料（
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	02-2.区の機能（他都市）
	02-4.他都市状況1
	Page1

	02-4.他都市状況2
	Page3





	3
	01-8-0.参考（表紙）
	参考資料（11.17）
	01-8-0.参考（表紙）
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	02-2.区の機能（他都市）
	02-4.他都市状況1
	Page1

	02-4.他都市状況2
	Page3

	3.他都市状況（職員数）
	Sheet1

	
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	参考資料（21.10.27）2
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	01-8-3.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	1
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	2
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	3
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	4
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	5
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	6
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	7
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	8
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	9
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	01-8-1.参考〔他都市状況〕
	01-8-2.参考〔他都市状況〕
	08.区割りに当たっての考え方、基準（他都市）
	Sheet1

	09-00.市の公共機関等の所管区域図
	09-01.街づくり交流室管轄
	09-02.県警境界地図
	09-03.衆議院小選挙区区域図2
	09-04.税務署管轄
	09-05.郵便事業集配エリア図
	09-06.土木センター所管区域図
	09-07.保健センター所管区域図
	09-09.消防局所管区域図
	09-10.法務局管轄
	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	09-11...各管轄の人口等の状況（9.27）２
	10-01.主な市有施設
	10-02..主な市有施設

	参考資料（
	01-8-0.参考〔他都市状況〕
	02-2.区の機能（他都市）
	02-4.他都市状況1
	Page1

	02-4.他都市状況2
	Page3






	熊本市域における主な市有施設等資料
	00市有施設（表紙）
	2北部総合支所
	概要
	Sheet5

	3龍田市民センター
	概要
	交通機関（時刻表）

	4清水市民センタ
	概要
	交通機関（時刻表）

	5河内総合支所
	概要
	Sheet5

	6託麻市民センター
	概要
	Sheet3

	7花園市民センター
	概要
	交通機関

	1植木町役場
	概要
	Sheet5

	8大江市民センター
	概要
	時間

	9東部市民センター
	概要
	時刻表

	10西部市民センター
	概要
	交通機関（時刻表）

	11秋津市民センター
	概要
	交通機関（時刻表）

	12幸田市民センター
	概要
	交通機関（時刻表）

	13飽田総合支所
	概要
	Sheet5

	14南部市民センター
	概要
	交通機関（時刻表）

	15天明総合支所
	概要
	Sheet5

	16富合総合支所
	概要
	時刻ｊ表

	17城南町役場
	概要
	Sheet5

	18北保健福祉センター
	概要
	時刻

	19西保健福祉センター
	概要
	時刻表１

	21東保健福祉センター
	概要
	時刻

	22南保健福祉センター
	概要
	時刻

	23免許センタ－
	概要
	Sheet1

	24税務大学
	概要
	Sheet3


	バインダ
	00市有施設（表紙）
	01.植木町役場
	概要
	Sheet5

	02.北部総合支所
	概要
	Sheet5

	03.龍田市民ｾﾝﾀｰ（龍田校区）
	概要
	交通機関（時刻表）

	04.清水市民センター
	概要
	交通機関（時刻表）

	05.河内総合支所
	概要
	Sheet5

	06.託麻市民センター
	概要
	Sheet3

	07.花園市民センター
	概要
	交通機関

	08.大江市民センター
	概要
	時間

	09.東部市民センター
	概要
	時刻表

	10.西部市民センター
	概要
	交通機関（時刻表）

	11.秋津市民センター
	概要
	交通機関（時刻表）

	12.幸田市民センター
	概要
	交通機関（時刻表）

	13.飽田総合支所
	概要
	Sheet5

	14.南部市民センター
	概要
	交通機関（時刻表）

	15.天明総合支所
	概要
	Sheet5

	16.富合総合支所
	概要
	時刻ｊ表

	17.城南町役場
	概要
	Sheet5

	18.北保健福祉センター
	概要
	時刻

	19.西保健福祉センター
	概要
	時刻表１

	20.中央保健福祉デンター
	概要
	時刻

	21.東保健福祉センター
	概要
	時刻

	22.南保健福祉センター
	概要
	時刻

	23免許センタ－
	概要
	Sheet1

	24.税務大学
	概要
	Sheet3





